
区域計画の変更の認定申請書 

令和７年 月 日 

内閣総理大臣 殿 

東京圏国家戦略特別区域会議 

 令和７年３月７日付けで認定を受けた区域計画について下記のとおり変更したいので、

国家戦略特別区域法第９条第１項の規定及び同法附則第３条に規定する措置に基づき、認

定を申請します。 

１ 変更事項 

⑴ 「法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容」中、「国家戦略都市計画

建築物等整備事業」について１事業を変更し、１事業を追加する。

⑵ 「法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容」中、「国家戦略特別区域

高度医療提供事業」について１事業を削除する。

⑶ 「法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容」中、「国家戦略特区支援

利子補給金の支給事業」について１事業を削除する。

⑷ 「その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動の拠点の形成のために必要な事項」中、「小型無人機の実証実験を促進するため

の「ドローン実証ワンストップセンター」の設置」を変更する。

２ 変更事項の内容 

 別紙のとおり。 

（案） 資料14 



東京圏 国家戦略特別区域 区域計画（変更案） 

令 和 ７ 年 ５ 月 2 9 日  

東京圏国家戦略特別区域会議 

１ 略 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（１）略

（２）名称：国家戦略都市計画建築物等整備事業

内容：都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例

（国家戦略特別区域法第 21条に規定する国家戦略都市計画建築物等整備事

業）  

① ～㊴ 略

㊵ 京浜急行電鉄株式会社、株式会社西武不動産、高輪三丁目品川駅前地区

市街地再開発組合、独立行政法人都市再生機構が、品川駅西口地区におい

て、品川駅とまちの連携を強化するバリアフリーの歩行者ネットワーク

や、豊かな自然とＭＩＣＥ等の都市機能が高度に融合した複合交流拠点等

を整備するため、以下に掲げる都市計画を別紙 119～123のとおり決定す

る。【令和７年度着工予定】  

＜都が定める都市計画に係るもの＞  

・東京都市計画地区計画品川駅西口地区地区計画 別紙 119

＜区が定める都市計画に係るもの＞ 

・東京都市計画第一種市街地再開発事業高輪三丁目品川駅前地区第一

種市街地再開発事業 別紙 120

・東京都市計画土地区画整理事業品川駅西口土地区画整理事業 別紙

121

・東京都市計画高度地区 別紙 122

・東京都市計画防火地域及び準防火地域 別紙 123

㊶～㊽ 略 

㊾ 三菱地所株式会社、東宝株式会社、公益財団法人出光美術館、ちよだ基

盤開発合同会社が、丸の内仲通り南周辺地区において、 A～D街区共同で

の東西地下通路整備と JR有楽町駅との接続をするとともに、A街区におい

資料 14 別紙 



て街の社交場的機能を担い、出逢い・交流の活性化に貢献する劇場や、ア

フターMICE活用を見据えた美術館を整備するため、 以下に掲げる都市計

画を別紙 155～156のとおり決定する。【令和８年度着工予定】 

＜都が定める都市計画に係るもの＞  

・東京都市計画都市再生特別地区（丸の内仲通り南周辺地区）別紙 155

＜区が定める都市計画に係るもの＞ 

・東京都市計画地区計画大手町・丸の内・有楽町地区地区計画別紙 156

（３）～（４）略 

（５）名称：国家戦略特別区域高度医療提供事業

内容：病床規制に係る医療法の特例

（国家戦略特別区域法第14条に規定する国家戦略特別区域高度医療提供事業） 

① 削除

②～⑥ 略

（６）～（17）略 

（18）名称：国家戦略特区支援利子補給金の支給事業

内容：指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支給

（国家戦略特別区域法第28条に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給

事業）  

①～② 略

③ 削除

（19）～（33） 略 

３ 略 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

 点の形成のために必要な事項 

（１）～（６）略 

（７）事項：ドローンの実証実験を促進するための「ドローン実証ワンストップセンタ



ー」の設置 

内容：無人航空機及び水中ドローン（以下「ドローン」という。）の実証実験

（以下「実証実験」という。）を促進することにより、有人地帯（第三者

上空）での目視外飛行による無人航空機の利活用の本格化の早期実現のほ

か、多様な分野でドローンの利活用機会の創出を図るため、実証実験を実

施しようとする者に対し、必要な手続に関する情報の提供、相談、助言そ

の他の援助を行う「ドローン実証ワンストップセンター」（以下「ドロー

ンセンター」という。）を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。【平成

30年 3月に設置】  

ⅰ）設置主体：国（内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省）及び千葉市  

ⅱ）設置場所：千葉市役所（千葉市中央区千葉港 1番 1号）  

ⅲ）実施体制：施設長、事務責任者を配置する。  

ⅳ）事業内容：ドローンセンターが実施する主な事業は、以下のとおり。  

・実証実験に必要な手続に関する相談等の対応（関係機関等への確認を

含む）、関係機関等との調整

・実証実験の実施に係る地域への周知等

・ドローンセンターの取組の広報

・水中ドローンを除く「千葉市ドローン宅配等分科会」における検討へ

の協力 等

以下 略  



新旧対照表 

東京圏 国家戦略特別区域 区域計画 

改正案 現行 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（１）略 

 

（２）名称：国家戦略都市計画建築物等整備事業  

   内容：都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例  

     （国家戦略特別区域法第21条に規定する国家戦略都市計画建築物等整備事

業）  

  

①～㊴ 略 

 

㊵ 京浜急行電鉄株式会社、株式会社西武不動産、高輪三丁目品川駅前地

区市街地再開発組合、独立行政法人都市再生機構が、品川駅西口地区に

おいて、品川駅とまちの連携を強化するバリアフリーの歩行者ネットワ

ークや、豊かな自然とＭＩＣＥ等の都市機能が高度に融合した複合交流

拠点等を整備するため、以下に掲げる都市計画を別紙119～123のとおり

決定する。【令和７年度着工予定】  

＜都が定める都市計画に係るもの＞  

・東京都市計画地区計画品川駅西口地区地区計画 別紙119 

＜区が定める都市計画に係るもの＞ 

・東京都市計画第一種市街地再開発事業高輪三丁目品川駅前地区第一         

種市街地再開発事業 別紙120 

・東京都市計画土地区画整理事業品川駅西口土地区画整理事業 別紙

121 

・東京都市計画高度地区 別紙122  

・東京都市計画防火地域及び準防火地域 別紙123 

 

㊶～㊽ 略 

 

㊾ 三菱地所株式会社、東宝株式会社、公益財団法人出光美術館、ちよだ

基盤開発合同会社が、丸の内仲通り南周辺地区において、 A～D街区共同

での東西地下通路整備とJR有楽町駅との接続をするとともに、A街区にお

いて街の社交場的機能を担い、出逢い・交流の活性化に貢献する劇場や

、アフターMICE活用を見据えた美術館を整備するため、 以下に掲げる都

市計画を別紙155～156のとおり決定する。【令和８年度着工予定】 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（１）略 

 

（２）名称：国家戦略都市計画建築物等整備事業  

   内容：都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例  

     （国家戦略特別区域法第21条に規定する国家戦略都市計画建築物等整備事

業）  

  

①～㊴ 略 

 

㊵ 京浜急行電鉄株式会社、株式会社西武不動産、高輪三丁目品川駅前地区

市街地再開発準備組合、独立行政法人都市再生機構が、品川駅西口地区に

おいて、品川駅とまちの連携を強化するバリアフリーの歩行者ネットワー

クや、豊かな自然とＭＩＣＥ等の都市機能が高度に融合した複合交流拠点

等を整備するため、以下に掲げる都市計画を別紙119～123のとおり決定す

る。【令和５年度着工予定】  

＜都が定める都市計画に係るもの＞  

・東京都市計画地区計画品川駅西口地区地区計画 別紙119 

＜区が定める都市計画に係るもの＞ 

・東京都市計画第一種市街地再開発事業高輪三丁目品川駅前地区第一

種市街地再開発事業 別紙120 

・東京都市計画土地区画整理事業品川駅西口土地区画整理事業 別紙

121 

・東京都市計画高度地区 別紙122  

・東京都市計画防火地域及び準防火地域 別紙123 

 

㊶～㊽ 略 

 

［加える］ 

 

 

 

 

 



＜都が定める都市計画に係るもの＞  

・東京都市計画都市再生特別地区（丸の内仲通り南周辺地区）別紙155 

＜区が定める都市計画に係るもの＞ 

・東京都市計画地区計画大手町・丸の内・有楽町地区地区計画別紙156 

 

 

（３）～（４）略 

 

（５）名称：国家戦略特別区域高度医療提供事業 

内容：病床規制に係る医療法の特例 

      （国家戦略特別区域法第14条に規定する国家戦略特別区域高度医療提供事

業） 

 

① 削除 

 

 

 

 

 

②～⑥ 略 

 

（６）～（17）略 

 

（18）名称：国家戦略特区支援利子補給金の支給事業  

内容：指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支給  

（国家戦略特別区域法第28条に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支

給事業）  

 

①～② 略 

 

③ 削除  

 

 

 

 

（19）～（33） 略 

 

３ 略 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の

拠点の形成のために必要な事項 

 

 

 

 

 

 

（３）～（４）略 

 

（５）名称：国家戦略特別区域高度医療提供事業 

内容：病床規制に係る医療法の特例 

（国家戦略特別区域法第14条に規定する国家戦略特別区域高度医療提供事 

業） 

 

① 公益財団法人がん研究会（東京都江東区）が、がん研有明病院（東京

都江東区）において、世界最先端のがん医療技術であるダヴィンチ手術

について、前立線がんに加え、多様な臓器がん（大腸、食道がん等）へ

応用し、治療を行う等のため新たに病床10床を整備する。【平成28年中

に実施】 

 

②～⑥ 略 

 

（６）～（17）略 

 

（18）名称：国家戦略特区支援利子補給金の支給事業  

内容：指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支給  

（国家戦略特別区域法第28条に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支

給事業）  

 

①～② 略 

 

  ③ 健康価値を付加した加工食品の研究開発  

株式会社シンギ―が、聴力改善に資する加工食品（国家戦略特別区域法

施行規則第１条第１号ハに該当するもの）の研究開発を行うことにより、

健康・未病産業の創出と健康長寿社会の形成に相当程度寄与する。 

 

（19）～（33） 略 

 

３ 略 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の

拠点の形成のために必要な事項 



（１）～（６）略 

 

（７）事項：ドローンの実証実験を促進するための「ドローン実証ワンストップセン

ター」の設置 

内容：無人航空機及び水中ドローン（以下「ドローン」という。）の実証実験

（以下「実証実験」という。）を促進することにより、有人地帯（第三者

上空）での目視外飛行による無人航空機の利活用の本格化の早期実現の

ほか、多様な分野でドローンの利活用機会の創出を図るため、実証実験

を実施しようとする者に対し、必要な手続に関する情報の提供、相談、

助言その他の援助を行う「ドローン実証ワンストップセンター」（以下

「ドローンセンター」という。）を、国家戦略特別区域会議の下に設置す

る。【平成 30 年 3月に設置】 

ⅰ）設置主体：国（内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省）及び千葉市 

ⅱ）設置場所：千葉市役所（千葉市中央区千葉港 1番 1号） 

ⅲ）実施体制：施設長、事務責任者を配置する。 

ⅳ）事業内容：ドローンセンターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・実証実験に必要な手続に関する相談等の対応（関係機関等への確認 

を含む）、関係機関等との調整 

・実証実験の実施に係る地域への周知等 

・ドローンセンターの取組の広報 

・水中ドローンを除く「千葉市ドローン宅配等分科会」における検討 

 への協力 等 

 

以下 略 

 

（１）～（６）略 

 

（７）事項：小型無人機の実証実験を促進するための「ドローン実証ワンストップセ

ンター」の設置 

内容：小型無人機の実証実験（以下「実証実験」という。）を促進することに 

より、有人地帯（第三者上空）での目視外飛行による小型無人機の利活

用の本格化の早期実現を図るため、実証実験を実施しようとする者に対

し、必要な手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行う「

ドローン実証ワンストップセンター」（以下「ドローンセンター」とい

う。）を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。【平成30年3月中に設

置】  

 

ⅰ）設置主体：国（内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省）及び千葉市  

ⅱ）設置場所：千葉市役所（千葉市中央区千葉港1番1号）  

ⅲ）実施体制：施設長、事務責任者を配置する。  

ⅳ）事業内容：ドローンセンターが実施する主な事業は、以下のとおり。  

・実証実験に必要な手続に関する電話相談、窓口相談等の対応（関係

機関等への確認を含む）、関係機関等との調整  

・実証実験の実施に係る地域への周知等  

・ドローンセンターの取組の広報  

・「千葉市ドローン宅配等分科会」における検討への協力 等 

 

 

以下 略 

 

 



５ ６  

 

 




